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  3. 家庭や事業所でできる生活排水対策 

    ① 台所の排水に、食物残さ等の混入を防ぐため、三角コーナーや排水口には目の細かい水切り袋

を用います。 

 

    ② 廃食用油は、排水口から流さず、拠点回収によるリサイクルを進めます。 

 

    ③ 洗濯用洗剤やシャンプー、リンスなどは、適切な量を使用します。 

 

    ④ 節水に努め、排水を減らします。 

 

 

第６章 計画の推進に向けて 

 第１節 計画の推進 

  1. 市民・事業者への周知 

    ごみの排出抑制、再使用、再生利用を推進し、本計画の目標を達成していくため、本計画や関連

情報を広報誌やホームページなどで広く公開し、市民や事業者に対し周知します。 

 

  2．実施計画等の策定 

    本計画に掲げる目標の達成に向け、計画の方針や施策をより具体化した一般廃棄物処理実施計画

を策定します。また、資源ごみの分別収集については、分別収集計画を策定します。 

 

  3. 廃棄物減量等推進審議会 

    本市における廃棄物処理のあり方や廃棄物の減量及びリサイクル推進の方策等について、市長の

諮問に対し答申を行うため、羽生市廃棄物減量等推進審議会が組織されています。 

    この審議会は、市民、事業者、識見者などで組織され、本市のごみの減量化、資源化に向けた施策

の効果的な進め方などに関する事項について審議を行います。 

   

 第２節 計画の進行管理 

計画を総合的かつ計画的に推進するため、施策や事業の総合調整を行うとともに、計画の進捗状

況や目標の達成状況を把握し、点検・評価を行います。 

 

  


